
あなたは税の申告が必要？　フローチャートでチェック！

税法上魚津市内の親族の
扶養になっている

前
年
の
収
入
状
況

収入なし
（または非課税収入のみ）

給与収入のみ

公的年金収入のみ

その他の収入あり

申告不要　　

市・県民税申告

１ヶ所からの給与収入のみで
年末調整している

１月１日時点で
６５歳以上

給与所得の合計額が２０万円以下
（所得金額調整控除後）

は い 　は い

※　非課税収入とは、遺族年金・障害　　　
年金・雇用保険の失業保険などを指します。

※申告しないと保険料の軽減や医療・福祉助成
などが受けられない場合があります。いいえ

　は い は い
申告不要　　

いいえ

　　は い
確定申告

　は い　 　は い

　は い
申告不要　　

いいえ

確定申告

いいえ 　　は い

いいえ

確定申告

※その他の収入とは、営業、農業、不動産などの収入やシルバー人材センター、個人年金、生命保険満期などの一時的な収入のことを指します。

 は い
確定申告 または 市・県民税申告

　★ 所得状況によりフローチャートと異なる場合があります。
　★ 申告不要に当てはまる場合でも、所得税の還付や医療費控除などの
控除を受けたい場合は申告が必要です。
　

いいえ

給与収入
＋

公的年金収入のみ

公的年金の合計収入が
400万円を超える　は い 　は い

申告不要　　

※給与収入の合計額が２０００万円を
超える場合、確定申告必須です。

※給与収入の合計額から所得控除（雑損控除、
医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く）を差
し引いた額が１５０万円以下であれば確定申告不
要です。

公的年金の合計収入
１３０万円以下 　は い

申告不要　　公的年金の合計収入が
80万円以下

申告不要　　

 は いいいえ

いいえ

公的年金の雑所得と、給与所得の
合計額より控除額が少ない方いいえ  は い

確定申告

いいえ
申告不要　　

２カ所以上からの給与収入があり、年末調整が
済んでいない給与収入の合計額が20万円を超える

※所得と控除の金額によって申告方法が異なります。

公的年金の合計収入が
400万円を超える


